
訪問看護の概要
• 訪問看護とは、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の

世話又は必要な診療の補助をいいます。

• 訪問看護は、「病院・診療所」又は「訪問看護ステーション」から提供されます。

• 訪問看護は、利用者の年齢、疾病、状態等に応じて、「医療保険」又は「介護保険」が適用されます。
原則として、要介護者又は要支援者に対する訪問看護は、介護保険が優先して適用されますが、急性増悪等により主治医から特別訪問看護指
示書の交付を受けた場合や厚生労働大臣が定める疾病等（末期の悪性腫瘍等）に該当する場合等には、医療保険による訪問看護が行われます。
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医療保険と介護保険が重なり合うところは介護保険が優先し
ますが、次の①～④のいずれかに該当する場合は医療保険か
ら給付が行われます。

①（精神科）特別訪問看護指示書の交付を受けた者

② 厚生労働大臣が定める者（別表第７に掲げる疾病等の者※ ）

③ 認知症以外の精神疾患の者

④ 入院中（外泊日を含む）に退院に向けた訪問看護を行う場合

※別表第７に掲げる疾病等の者

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化
症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキ
ンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキン
ソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能
障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。））、多系統萎縮症（線条体黒質変性
症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群）、プリオン病、
亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋
萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全
症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者
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保険者（支払基金・国保連）
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の説明
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※適宜、相談等（連携）

④訪問看護計画書・
訪問看護報告書を提出

① 主治医が診療の結果、訪問看護の必要性を認
め、利用者が選定する訪問看護ステーション
等に訪問看護指示書を交付する。
また、利用者は保険医療機関（病院・診療
所）に一部負担金を支払う。

①’  訪問看護ステーションは指定訪問看護を行う
に際し、あらかじめ利用者又はその家族に重
要事項を記した文書を交付して説明を行い、
利用申込者の同意を得る。

② 訪問看護ステーションは訪問看護計画書を作
成する（訪問看護計画書の主要な事項は、利
用者又はその家族に説明しなければならな
い。）。

③ 訪問看護ステーションが訪問看護指示書及び
訪問看護計画書に基づき指定訪問看護を行う。
また、利用者は訪問看護ステーションに利用
料を支払う。

④ 訪問看護ステーションは訪問看護計画書及び
訪問看護報告書を主治医に提出する

⑤ 訪問看護ステーションは保険者（支払基金・
国保連）に訪問看護療養費の請求を行う。

⑥ 保険者（支払基金・国保連）から訪問看護ス
テーションに訪問看護療養費が支払われる。

※ 定期的に訪問看護ステーションは主治医に指
定訪問看護の継続の要否等について相談する。

医療保険における訪問看護の概要
※本資料はイメージです。実際は、利用者の状態等により、順番、頻度等が変わる場合があります。



指定訪問看護の内容は？

「疾病又は負傷により、居宅において継続し
て療養を受ける状態にある者」に対し、その
者の居宅において看護師等が行う「療養上の
世話又は必要な診療の補助」になります。

健康保険法第88条及び健康保険法施行規則第67条

指定訪問看護を行う場所は？

「利用者の居宅」において行う必要があります。

※健康保険法第88条

訪問看護療養費とは？

「指定訪問看護に要した費用」のことをいい
ます。

※健康保険法第88条

指定訪問看護事業者とは？

「厚生労働大臣が指定する者」であり、指定
訪問看護事業者でないと、医療保険での訪問
看護を行うことはできません。
なお、申請により、訪問看護事業を行う事業
所（訪問看護ステーション）ごとに指定が行
われます。

※健康保険法第88条・89条

指定訪問看護は看護師以外でも行え
るの？

看護師以外に「保健師、助産師、准看護師、
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士」が
行うことができます。
（ただし、厚生労働省令により、基準の届出
が必要なものや職種が限定されているものが
あります。）

※健康保険法施行規則第68条等

指定訪問看護とは？

指定訪問看護事業者の事業所（訪問看護ステー
ション）が行う訪問看護のことをいいます。

※健康保険法第88条

指定訪問看護を受けることができる者
は？

「疾病又は負傷により、居宅において継続し
て療養を受ける状態にある者」であって、主
治医がその治療の必要の程度につき「病状が
安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、
居宅において看護師等が行う療養上の世話及
び必要な診療の補助を要すること」を認めた
者となります。
（ただし、介護保険の給付により訪問看護が
行われている者を除く。）

※健康保険法第88条及び健康保険法施行規則第67条



関係法令（抄）

健康保険法 健康保険法施行規則

（訪問看護療養費）
第88条 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者（以下「指定訪問看護

事業者」という。）から当該指定に係る訪問看護事業（疾病又は負傷に
より、居宅において継続して療養を受ける状態にある者（主治の医師が
その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
と認めたものに限る。）に対し、その者の居宅において看護師その他厚
生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助（保険
医療機関等又は介護保険法第８条第28項に規定する介護老人保健施設
若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下
「訪問看護」という。）を行う事業をいう。）を行う事業所により行わ
れる訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）を受けたときは、その
指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

２ 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保
険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

１３ 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養
費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

（指定訪問看護事業者の指定）
第八十九条 前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、

訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所（以下
「訪問看護事業所」という。）ごとに行う。

（法第88条第１項の厚生労働省令で定める基準）
第67条 法第88条第１項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、

又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等（看護師そ
の他次条に規定する者をいう。第74条第１項第９号及び第77条におい
て同じ。）が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとす
る。

（法第88条第１項の厚生労働省令で定める者）
第68条 法第88条第１項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、

准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

（訪問看護療養費の支給が必要と認める場合）
第69条 保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続し

て療養を受ける状態にある者（第67条の基準に適合している者に限
る。）であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、
他の訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問
看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。）から現に指定訪問看護を受
けるときは、この限りでない。
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